
1．現状の参加資格 （第78回（佐賀大会）競技別実施要項抜粋）

     ※性別の制限はない

2．公益社団法人日本クレー射撃協会（JCSA）からの要望

(1)内容

 女性選手の競技普及の観点から、選手（4名）のうち、女性を1名以上入れてチームを構成すること。

(2)適用時期

 第80回大会（2026年・青森県）から適用。

種別 監督 選手 参加都道府県 合計（人）
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クレー射撃競技の参加資格の変更 ＜令和7年度第2回国スポ委員会（令和7年8月20日）内容＞
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３．令和７年度第2回国スポ委員会議事概要（抜粋）

✓賛成のご意見

・男女平等の観点から女性に特化した取組は賛成。

・JCSAは、第5期実施競技選定の重点項目である「女性スポーツの推進」を考慮しているのではないか。

※クレー射撃競技は第4期実施競技選定（第86回～第89回）にて隔年競技として実施することが決定

✓懸念点

・女性の参加を義務付けることは、スポーツが本来もつ「自発性」を損なうのではないか。

・3割の反対がある中（令和7(2025)年7月・JSPO→都道府県スポ協意見照会）取り進めることに疑問。

※3割の反対に関しては、その後JCSA側が当該県へ個別に説明を行い、現所反対の意志が強い県は1割まで減少

・これまでどのような取組を行ったうえでの提案か確認が必要。

＜第2回国スポ委員会（令和7年8月20日）のまとめ＞

JCSAにおける競技普及に向けた取組を改めて確認し、次回委員会（12月）にて再協議

クレー射撃競技の参加資格の変更 ＜令和7年度第2回国スポ委員会（令和7年8月20日）内容＞
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4．クレー射撃競技を取り巻く主な課題

①競技人口の減少

・2015年と2024年を比較すると全体で105名（約5%）減少している。（図1）

→女性会員のみならず、競技人口を増やす取組が必要。

クレー射撃競技の参加資格の変更
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図1.クレー射撃会員の推移
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②競技の特異性

・銃保有可能な年齢は 原則20歳以上 ※JCSA推薦の場合のみ18歳以上も可

→小中高の部活動や大学1年生が新たに始めるスポーツに適さず、競技普及が困難。
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クレー射撃競技の参加資格の変更

5．会員数増加（女性含む）に向けた取組実績と成果と今後の展望

①女性理事の登用

理事に女性を登用

し、女性の考えや意

見を協会運営に取

り入れた。

※0名（2014年）

 4名(2024年)

②女性の視覚的訴求

ホームページや広報

誌に女性を積極的に

起用。

③公認射撃場の基準改正

競技施設に男女別の

更衣室・トイレがない

ことを問題視し、公認

射撃場の基準に、新た

に男女別の更衣室・ト

イレの有無を追加。

④シミュレーターイベント開催

トップアスリートを呼び、一流

のプレーを見て競技に触れ、

競技未経験者でも、安全かつ

気軽に体験できるシミュレー

ターイベントを、全国各地で

年4回開催。

⑤個人ランキング作成

選手のモチベーション向

上や競技力向上を目的に

各大会をポイント化し、ラ

ンキングを作成。

協会HPや刊行誌に掲載。

⑥発掘育成合宿開催

U２５選手を対象に、

年6回全国各地で育

成合宿を開催。

講師はトップアス

リート。

J
C
S
A
の
取
組

※女性会員確保に特化した取組 ※JCSA会員を増やすための取組

成
果

①・②・③

✓女性が競技を安心して継続的に取組むことができる環境づくり。

✓参考資料①.(p.5)の通り、女性の会員数が2019年から2024
年にかけて1.4倍に増加。

④・⑤・⑥

✓銃を持つことができない若年層や、競技未経験者への競技普及。

✓競技の継続に向けた取組（モチベーション、競技力向上）

✓引き続き①～⑥の取組を、さらに強化し、継続して実施。

✓女性が安心して競技を継続するため、新たに女性競技役員の増加にむけて取り組む。
今後の展望

＜第2回国スポ委員会 説明内容＞ ＜第2回国スポ委員会後にJSPOが把握したその他の取組内容＞
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クレー射撃競技の参加資格の変更

トラップ種目 スキート種目 参加得点

パターンA 2名 1名
付与（10点）

パターンB 1名 2名

トラップ種目 スキート種目

パターン 選手名 得点 合計得点 競技得点 選手名 得点 合計得点 競技得点

4名出場
○○選手
△△選手

100
100

200
1位

（24点）

●●選手
▲▲選手

50
50

100
9位以下
（0点）

3名出場
□□選手 50

50
9位以下
（0点）

■■選手
◆◆選手

100
100

200
1位

（24点）

※□□選手1名だけの合計得点なので、当該県が
   トラップ種目で競技得点での上位となるのは
   難しくなる可能性あり。

6.女性選手が参加できない場合の対応
➢ 男性選手計3名での出場が可能。

➢ 女性選手を含まない場合、下記（表1）のA・Bいずれかのパターンを選択。

⇒トラップ・スキートどちらかは男性選手1名で参加。

➢ 3名で出場した場合も、参加得点は付与。

      表1.男性選手３名での種目分け・参加得点

 表2.成績イメージ例 ※トラップ・スキートそれぞれ個人100点満点

5



参考①.クレー射撃協会 都道府県別女子会員数の変遷

No. ブロック 都道府県名 令和元(2019)年 令和6(2024)年
1 北海道 北海道 2 9
2

東北

青森 0 1
3 秋田 0 2
4 岩手 0 1
5 山形 0 2
6 宮城 0 2
7 福島 0 3
8

関東

茨城 6 1
9 栃木 3 3
10 群馬 6 1
11 埼玉 3 8
12 千葉 4 5
13 神奈川 7 6
14 山梨 0 3
15 東京 14 6
16

東海

静岡 1 2
17 愛知 3 6
18 岐阜 0 4
19 三重 3 7
20

北信越

新潟 0 2
21 長野 5 6
22 富山 0 5
23 石川 1 3
24 福井 0 0

No. ブロック 都道府県名 令和元(2019)年 令和6(2024)年
25

近畿

京都 0 2
26 大阪 5 5
27 兵庫 3 2
28 奈良 1 3
29 和歌山 2 4
30 滋賀 2 3
31

中国

鳥取 0 2
32 島根 0 3
33 岡山 1 6
34 広島 1 2
35 山口 0 1
36

四国

香川 2 2
37 愛媛 3 2
38 徳島 2 1
39 高知 0 1
40

九州

福岡 2 2
41 佐賀 2 2
42 長崎 0 1
43 熊本 0 0
44 大分 1 2
45 宮崎 1 0
46 鹿児島 2 2
47 沖縄 0 0

48 その他(※) 18 13
小計 106 149

女子会員ゼロの都道府県数
令和元(2019)年：19府県
令和6(2024)年：4県

※都道府県競技団体所属以外の部会（RT、学連、芸文）
女子会員1名の都道府県数
令和元(2019)年：7県
令和6(2024)年：8県

クレー射撃競技の参加資格の変更

1.4倍
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日時 協議内容

令和２（２０２０）年

3月
(①)

JCSAは、同協会理事会にて、国体で選手（計4名）の中に、必ず女子選手1名を含めたチーム編成を義務付けること
を決定。

４月
(②)

JCSAは(①)を踏まえ、取り進めについてJSPOへ相談。
（JCSA→JSPO）

当時の女子会員数状況では、都道府県内に女子会員が0人の都道府県が19県、1人のみが７県という状況を踏まえ、
JSPOとしては「選手選考をするうえで複数の女子選手がいることが望ましい」旨、JCSAへ回答。
（JSPO→JCSA）

６月
(③)

JCSAは、「2020年から2024年間の5年間を努力義務期間とし、
2025年第80回青森国スポより導入したい」旨JSPOへ要望。（JCSA→JSPO）

(④)
JSPOとJCSAは、この5年間の努力義務期間を経た登録状況等を踏まえて、改めて提案について協議することと
した。

令和7(2025)年

３～５月
(⑤)

5年間の努力義務期間を経て、③のとおり、２０２５年青森大会から導入したいとJSPOへ改めて相談。
（JCSA→JSPO）

6～７月
（⑥）

JSPOは関係団体に対し、意見照会の実施。（JSPO→都道府県スポ協、開催県）

７月
（⑦）

JSPO令和７年度第２回国スポ検討小委員会にて⑥の結果を報告し対応を協議。
賛同できないと回答した県へJCSAから説明を行い、その結果を踏まえ第２回国スポ委員会に諮ることを確認。

8月
（⑧）

第2回国スポ委員会で協議。
→JCSAの女性会員を増やすための取組を確認した上で、次回再審議。

クレー射撃競技の参加資格の変更

参考②.日本クレー射撃協会とJSPOとの協議経緯
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令和7年12月11日現在

No. 大会名

陸上競技 1 タラハシー2026世界クロスカントリー選手権

2 トルン2026世界室内陸上競技選手権

3 揚州 2026東アジアハーフマラソン選手権

4 第31回世界競歩チーム選手権

5 ボツワナ2026世界リレー

6 第21回U20世界陸上競技選手権
2 水泳 7 第14回パンパシフィック選手権　競泳

8 第11回ジュニアパンパシフィック選手権　競泳

※1 9 アジアエージ選手権　競泳

10 第14回パンパシフィック水泳選手権　OWS

11 第20回アジア選手権大会　飛込

※1 12 アジアAG選手権　AS

※1 13 世界ジュニア選手権　AS

14 アジア大会（2026/浜松）　AS
3 サッカー 15 AFC U17女子アジアカップ中国2026

16 FIFA U-20女子ワールドカップポーランド2026

17 AFCU-17アジアカップサウジアラビア2026

テニス 18 全仏オープン

19 ウィンブルドン選手権

※1 20 ワールドジュニア男子　アジア／オセアニア最終予選

※1 21 ワールドジュニア女子　アジア／オセアニア最終予選

※1 22 デビスカップジュニア　アジア／オセアニア最終予選

※1 23 ビリージーンキングカップジュニア　アジア／オセアニア最終予選

ローイング 24 ローイングワールドカップⅠ

25 ローイングワールドカップⅡ

26 ローイングワールドカップⅢ

27 U23ローイング世界選手権

28 U19ローイング世界選手権

29 世界ローイング選手権
6 ホッケー ※1 30 FIH男子ネイションズカップ

※1 31 FIH女子ネイションズカップ

バレーボール 32 バレーボールネーションズリーグ2026（男子大会）

33 2026男子アジア選手権兼オリンピックアジア予選

34 2026男子U17世界選手権（カタール）

※1 35 2026男子U18アジア選手権大会

36 バレーボールネーションズリーグ2026（女子大会）

37 2026女子アジア選手権兼オリンピックアジア予選

38 2026女子U17世界選手権（チリ）

※1 39 2026女子U18アジア選手権大会

※1 40 2026女子アジア東部地区選手権大会

※1 41 2026ビーチバレーボールU19アジア選手権大会

※1 42 2025ビーチバレーボールU19世界選手権大会

43 第6回アジアビーチゲームズ2026（中国・三亜）

【免除対象競技】　6競技

陸上競技、テニス、バレーボール、ウエイトリフティング、卓球、バドミントン

7

1

4

5

◆　各中央競技団体が指定する世界選手権大会等の国際大会

◆　日・韓・中ジュニア交流競技会（2026／日本）

第80回国民スポーツ大会（青森県）における予選会免除対象大会(案）

◆　第20回アジア競技大会（2026／愛知・名古屋）

【免除対象競技】　18競技

陸上競技、水泳、テニス、ローイング、バレーボール、体操、ウエイトリフティング、自転車、卓球、フェンシング、柔道、
ソフトボール、バドミントン、スポーツクライミング、アーチェリー、空手道、クレー射撃、ゴルフ

競技名
対象大会

1

資料No.2
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No. 大会名

◆　各中央競技団体が指定する世界選手権大会等の国際大会

競技名
対象大会

8 体操 44 第54回世界体操競技選手権

45 第13回アジア選手権（シニア）

46 第19回アジア選手権（ジュニア）

47 The Trofeo S.A.R Princesa Sofia Regatta

48 2026 470 World Championship

49 ILCA 7 Men's World Championship

50 ILCA 6 Women's World Championship

51 2026 iQFOiL World Championship

ウエイトリフティング 52 2026世界ジュニア選手権大会

53 2026世界大学選手権大会

54 2026世界選手権大会

11 自転車 55 アジア自転車競技選手権大会（ロード）

56 アジア自転車競技選手権大会（トラック）

57 UCI世界選手権大会（トラック・ジュニア）

58 ツール・ド・ラビティビ

卓球 59 世界卓球選手権大会（団体戦）

60 世界ユース卓球選手権大会

61 ユースオリンピック競技大会

62 アジアユース卓球選手権大会

フェンシング 63 2026年アジア選手権大会

64 2026年世界選手権

65 2026アジア競技大会
14 柔道 66 2026世界カデ柔道選手権大会（エクアドル／グアヤキル）
15 ソフトボール 67 第2回男子U23ワールドカップ

68 第18回女子ワールドカップ・グループステージ

※1 69 第9回男子U18アジアカップ

バドミントン 70 世界バドミントン選手権大会

71 アジアバドミントン選手権大会

72 世界ジュニアバドミントン選手権大会

73 アジアジュニアバドミントン選手権大会

ライフル射撃 74 ISSFワールドカップグラナダ大会

75 ISSFワールドカップミュンヘン大会

76 ISSFジュニアワールドチャンピオンシップズール大会

77 ISSFワールドカップ杭州大会

スポーツクライミング 78 IFSCクライミングワールドカップシリーズ

79 IFSCユース世界選手権

80 IFSCアジアユース選手権

81 IFSCアジア選手権

カヌー 82 カヌースラロームワールドカップ第1戦～第3戦

83 カヌースラロームジュニア・U23世界選手権大会

84 カヌースラローム世界選手権大会

85 2026カヌースプリントワールドカップ第1戦～第3戦

86 2026カヌースプリントU23,ジュニア世界選手権

アーチェリー 87 第2回ワールドカップ

88 第3回ワールドカップ

89 第4回ワールドカップ

※1 90 第3回アジアカップ

※1 91 2026アジアユース選手権大会
21 空手道 92 第22回アジアシニア空手選手権大会
22 クレー射撃 93 Asian Championship Shotgun

94 ISSF World Cup Shotgun

95 ISSF Junior World Cup Rifle / Pistol / Shotgun

96 ISSF World Cup Shotgun

97 ISSF Junior World Cup Rifle / Pistol / Shotgun

98 ISSF World Cup Shotgun

ボウリング 99 2026 IBF World Youth Championships

100 25th Asian Junior Tenpin Bowling Championships

※１

※２ 国民スポーツ大会委員会後に候補大会の追加や変更が生じた場合は山本委員長に一任することを提案。

19

20

18

12

当該大会の会期が未定であることから、会期が国スポ本大会と重複しないことが確認でき次第、予選会免除対象
大会として正式決定することを提案。

13

16

17

9 セーリング

10

23
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国民スポーツ大会予選会免除に関する要領 

 

〈趣旨〉 

我が国のスポーツレベルの向上と国際化に伴い、国内・国際大会が過密化し、各競技団体の主

要大会と国民スポーツ大会の開催時期が重なることが多くなり、トップアスリートが国民スポー

ツ大会に参加しにくい状況となっている。 

そこで、日本を代表するトップアスリートの参加を促進し、大会の一層の充実と活性化を図る

ため、各都道府県の代表選手選考において以下に定める要領により、予選会を免除することがで

きることとする。（国民スポーツ大会開催基準要項細則第 3 項） 
 

１．  免除対象競技 

国民スポーツ大会実施正式競技 
 

２．  免除対象者 

次の競技大会に参加する者は、都道府県代表選考のための予選会の出場を免除することができ

る。 

ア オリンピック競技大会 

イ アジア競技大会 

ウ FISUワールドユニバーシティゲームズ 

エ 日・韓・中ジュニア交流競技会 

オ 上記以外に競技団体が指定する世界選手権大会等の国際競技大会 
 

３．  免除対象大会及び免除対象者の決定 

（1） 免除対象大会の決定及び都道府県への通知 

① 国民スポーツ大会は大会開催前年の 10 月、冬季大会は大会開催前年の 7 月に、日本ス

ポーツ協会より競技団体に対し免除対象大会の希望調査を行い、国民スポーツ大会委員

会にて審議･決定し、関係機関･団体へ通知する。 

② 国民スポーツ大会委員会にて決定した免除対象大会に参加する代表選手については、中

央競技団体より傘下の都道府県競技団体に対し通知する。 

③ 中央競技団体からの通知を受け、都道府県競技団体は都道府県スポーツ協会に報告する。 

（2） 免除対象者の決定 

各都道府県における具体的な免除対象者は、中央競技団体からの通知の後、当該都道府県

競技団体等において協議し、決定する。 
 

４．  免除内容 

免除対象者については、都道府県予選会及びブロック大会を経ずに国民スポーツ大会本大会に

参加することができる。ただし、ブロック大会実施競技種目･種別においては、当該都道府県代

表選手又はチームがブロック大会に参加し、本大会参加枠を獲得している場合とする。 
 

５．  都道府県代表選考方法の周知について 

各競技種目･種別の都道府県代表選手の選考にあたっては、免除対象者の取扱いを含め事前に当

該都道府県競技団体等で協議の上、周知徹底を図ることとする。 
 

６．  適用時期 

第 62 回国民体育大会より施行 

 

７．  その他 

本要領の改廃は、国民スポーツ大会委員会の決議を経て行う。 
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58 

 

附則 

本要領は、平成 30年 4月 1日に改定し、同日より施行する。 

本要領は、令和 5年 4月 1日に改定し、同日より施行する。 

本要領は、令和 6年 1月 1日に改定し、同日より施行する。 

本要領は、令和 7年 3月 4日に改定し、同日より施行する。 

11



国民スポーツ大会予選会免除の制度運用に係る考え方について 

 

 

 国民スポーツ大会におけるオリンピック競技大会等日本代表選手に対する予選会免除について、

下記の考え方に基づき「国民スポーツ大会予選会免除に関する要領」（以下、「要領」という。）を

運用するものとする。 

 

 

１． 免除対象大会について 

要領第 2項および第 3項（1）‐①において定める免除対象大会のうち、「第 2項 オ 上記

以外に競技団体が指定する世界選手権大会等の国際競技大会」については、原則として以下に

該当する大会であることとし、国民スポーツ大会委員会がその内容を精査した上で決定する。 

 

（1） 世界選手権大会 

（2） ジュニア等年代別の世界選手権大会 

（3） アジア選手権大会 

（4） ジュニア等年代別のアジア選手権大会 

（5） オリンピック競技大会の予選大会 

（6） その他世界的にトップクラスの競技者が参加する国際大会 

 

※ （1）～（4）については、その予選大会を含むものとする。 

※ （6）については、参加者・参加国が極めて限定される大会を対象外とする場合があ

る。 

 

２． 免除対象大会代表選手について 

  要領第 3 項（1）‐②において定める、中央競技団体から都道府県競技団体への免除対象大

会代表選手の通知については、以下に示す運用を認める。 

 

● 免除対象大会における代表選手選考・決定の時期的な問題から、各競技における国民

スポーツ大会都道府県予選会に先立ち免除対象大会の代表選手を確定することができ

ない場合、各中央競技団体はその時点でのナショナルチームメンバーを免除対象候補

者として取り扱うことができる。 

 

（附則） 

１．平成 21年 8月 26日策定 

２．令和 6年 1月 1日改定（大会名称変更） 

３．令和 7 年 3 月 4 日改定（「第 1 項 免除対象大会」に記載の「第 2 項 エ 競技団体が指定

する世界選手権大会等の国際競技大会」を「第 2項 オ 上記以外に競技団体が指定する世

界選手権大会等の国際競技大会」に変更。本対応は、令和 7年 3月 4日開催の令和 7年度第

4回国民スポーツ大会委員会にて免除対象大会の追加が行われたことに伴う変更となる。） 
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国民スポーツ大会開催基準要項細則 改定対比表 

 

【冬季大会参加者における都道府県選択区分(「居住地」や「勤務地」等)の解釈の明文化】 

 

３ 本則第 8 項第 1 号及び第 10 項第 4 号（参加資格及び年齢基準等） 

（１） 大会及びブロック大会 ２） 選手の年齢基準及び所属都道府県 

現行 (令和 7 年 6 月 3 日付) 改 定 案 備考 

①成年種別 

<中略>次のいずれかに属する都道府県を選択するこ

とができる。 

（i） 居住地を示す現住所 

（ii） 勤務地 

（iii） ふるさと 

<中略> 

 

②少年種別 

<中略>次のいずれかに属する都道府県を選択するこ

とができる。 

（i） 居住地を示す現住所 

（ii） 「学校教育法」第 1 条に規定する学校の所在地 

（iii） 勤務地 

（iv） 「JOC エリートアカデミーに係る選手の参加資

格の特例措置」に定める小学校の所在地 

 

[注] 上記の属する都道府県のうち、｢居住地を示す現

住所｣、｢勤務地｣、｢『学校教育法』第 1 条に規定する

学校の所在地｣のいずれかから参加する場合は､大会

開催年(冬季大会は開催前年)の 4 月 30 日以前から

大会終了時まで引き続き当該地に､居住又は勤務、通

学していなければならない（「居住地を示す現住所」にお

ける「日常生活」及び「勤務地」における「主たる勤務実

態」については、別に基準を定める）。 ＜以下略＞ 

①成年種別 

<中略>次のいずれかに属する都道府県を選択するこ

とができる。 

（i） 居住地を示す現住所 

（ii） 勤務地 

（iii） ふるさと 

<中略> 

 

②少年種別 

<中略>次のいずれかに属する都道府県を選択するこ

とができる。 

（i） 居住地を示す現住所 

（ii） 「学校教育法」第 1 条に規定する学校の所在地 

（iii） 勤務地 

（iv） 「JOC エリートアカデミーに係る選手の参加資

格の特例措置」に定める小学校の所在地 

 

[注] 上記の属する都道府県のうち、｢居住地を示す現

住所｣、｢勤務地｣、｢『学校教育法』第 1 条に規定する

学校の所在地｣のいずれかから参加する場合は､大会

開催年(冬季大会は開催前年)の 4 月 30 日以前から

大会終了時(冬季大会は開催前年の 10 月 31 日)まで

引き続き当該地に､居住又は勤務、通学していなければ

ならない（「居住地を示す現住所」における「日常生活」

及び「勤務地」における「主たる勤務実態」については、

別に基準を定める）。 ＜以下略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<文言の追加> 

〈 附 則 〉 

（１１１）＜中略＞ 

〈 附 則 〉 

（１１１）＜中略＞ 

（１１２）本細則第 3 項（１）２）①②の注釈について冬季大

会における大会終了時の終点日を追記。令和 7 年 12

月 11 日に改定し、施行する。 

 

 

<附則の追加> 

資料No.3-1
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トップアスリートの国民スポーツ大会参加資格の特例措置 改定対比表 

2. 特例の内容 

 2） 資格要件（日数要件の緩和） 

現行 (令和 7 年 6 月 3 日付) 改 定 案 備考 

本特例の対象となる選手が所属都道府県として「居

住地を示す現住所」又は「勤務地」を選択する場合は、

日数に関する要件を定めないこととし、以下のとおりと

する。 

（1） 居住地を示す現住所 

次の要件をいずれも満たすものとする。 

① 当該大会開催年の 4 月 30 日以前（冬季大会はこ

の前年同日）から大会終了時まで引き続き、住民票記

載の住所に存する都道府県において生活している実態 

があり、当該都道府県以外（海外を含む）において生活

している実態がないこと。 

 

＜中略＞ 

 

 

（2） 勤務地 

次の要件をいずれも満たすものとする。 

① 当該大会開催年の 4 月 30 日以前（冬季大会はこ

の前年同日）から大会終了時まで引き続き、雇用主と雇

用契約を締結した上で、当該都道府県内に存する雇用

主の会社や事業所等に現実に通勤し、勤務しているこ

と。 

本特例の対象となる選手が所属都道府県として「居

住地を示す現住所」又は「勤務地」を選択する場合は、

日数に関する要件を定めないこととし、以下のとおりと

する。 

（1） 居住地を示す現住所 

次の要件をいずれも満たすものとする。 

① 当該大会開催年の 4 月 30 日以前（冬季大会はこ

の前年同日）から大会終了時(冬季大会は開催前年の

10 月 31 日)まで引き続き、住民票記載の住所に存す

る都道府県において生活している実態 

があり、当該都道府県以外（海外を含む）において生活

している実態がないこと。 

＜中略＞ 

 

 

（2） 勤務地 

次の要件をいずれも満たすものとする。 

① 当該大会開催年の 4 月 30 日以前（冬季大会はこ

の前年同日）から大会終了時（冬季大会は開催前年の

10 月 31 日)まで引き続き、雇用主と雇用契約を締結し

た上で、当該都道府県内に存する雇用主の会社や事業

所等に現実に通勤し、勤務していること。 

 

 

 

 

 

 

 

<文言の追加> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<文言の追加> 

 

 

 

附則 

＜中略＞ 

本特例は、令和 6 年 1 月 1 日に改定し、同日より施行

する 

附則 

＜中略＞ 

本特例は、令和 6 年 1 月 1 日に改定し、同日より施

行する 

本特例は、令和 7 年 12 月 11 日に改定し、同日より

施行する 

 

 

 

 

<附則の追加> 
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国民スポーツ大会ふるさと選手制度 改定対比表 

 

現行 (令和 7 年 6 月 3 日付) 改 定 案 備考 

３．我が国の競技力向上を支援する観点より、日本国籍

を有する者及び「永住者」については、日本における滞

在期間に関わらず、本制度を活用できるものとする。 

 ただし、「日本国籍を有する者及び『永住者』」に該当

しない者であっても、当該大会年の 4 月 30 日（冬季

大会は前年の 4 月 30 日）以前から本大会終了時

（冬季大会は各競技会終了時）まで継続的に日本に滞

在している場合は、本制度を活用できるものとする。 

なお、やむを得ない事情により、一時的に日本を離れ

る場合は、総日数の半数を超えて日本で滞在している

こと。 

３．我が国の競技力向上を支援する観点より、日本国籍

を有する者及び「永住者」については、日本における滞在

期間に関わらず、本制度を活用できるものとする。 

 ただし、「日本国籍を有する者及び『永住者』」に該当

しない者であっても、当該大会年の 4 月 30 日（冬季

大会は前年の 4 月 30 日）以前から本大会終了時（冬

季大会は開催前年の 10 月 31 日）まで継続的に日本に

滞在している場合は、本制度を活用できるものとする。 

なお、やむを得ない事情により、一時的に日本を離れる

場合は、総日数の半数を超えて日本で滞在しているこ

と。 

 

 

 

 

 

 

<文言の修正＞ 

 

附則 

＜中略＞ 

本特例は、令和 6 年 6 月 4 日に改定し、施行する。 

 

附則 

＜中略＞ 

本特例は、令和 6 年 6 月 4 日に改定し、施行する。 

本特例は、令和 7 年 12 月 11 日に改定し、施行する。 

 

 

 

 

<附則の追加> 

 

 

 

 

15



国民スポーツ大会開催基準要項「国民スポーツ大会各競技会における競技役員編成基準の別紙」 改定対比表 

 

【サッカー競技の競技役員編成基準の変更】 

 

現行 (令和 7年 6月 3日付)  改 定 案 備 考 

(３) サッカー 

役員名 総数 左の内訳 中央からの派遣数 

審判委員 １０３ 長 1 副 2 ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 12

中央派遣 32 

開催県・近隣 56 

長 1 副 1 ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 1０ 

中央派遣 30 

規律・ 

フェアプレー委員 

３ (長 1) (長 1) 

 

(３) サッカー 

役員名 総数 左の内訳 中央からの派遣数 

審判委員 １０３ 長 1 副 2  

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 12 

長 1 副 1 ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 1０ 

員 30 

 

規律委員 ３ (長 1) (長 1) 

 

 

 

 

内訳を他競技と

合わせ必要箇所

のみ記載 

 

 

 

 

 

 

資料No.3-2



冬季大会 本大会 計 冬季大会 本大会 計 前年比

①体調不良 7 18 25 13 14 27 ー２

②怪我 25 39 64 22 30 52 ＋12

③その他 17 13 30 9 30 39 －9

計 49 70 119 44 74 118 ＋1

第79回国民スポーツ大会　競技会棄権数

第79回大会 第78回大会

2025/12/17時点

（単位：名）

※上記棄権は、いずれもエントリー後から競技会初戦までの間に発生したもの

資料No.４

※前年比の合計について誤りがありましたので修正しております。
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大会参加得点の考え方について 

 

１．大会参加の考え方 

大会主催者が、開催都道府県の定める参加申込書提出締切時に参加資格等を確認し、参加者

として確定した時点で「本大会及びブロック大会に参加したもの」とみなす。 

なお、「参加」とは「参加申込締切時にエントリーしていること」を指し、「競技会に出場す

ること」を指す「出場」とは区別する。 

 

２．参加得点の考え方 

大会主催者は、参加申込書を受理し、参加者として確定した時点で、都道府県に対して参加

得点を与える。 

なお、「男女総合」の参加得点は、「男子」、「女子」及び「男女混合」種別・種目の参加状況

を踏まえることとし、「女子総合」の参加得点は「女子」のみが参加する種別・種目の参加状況

を踏まえ、付与する。 

 男女総合得点 女子総合得点 

男子種別・種目 ○ － 

女子種別・種目 ○ ○ 

男女混合種別・種目 ○ － 

 

３．参加得点の処理 

参加得点の処理は、下記の通り各大会・競技会主催者が協力して取りまとめる。 

（1）ブロック大会を経て本大会に出場する種別・種目 

  1) ブロック大会開催都道府県(体育・スポーツ協会、競技団体を含む)は、ブロック大会への都

道府県の参加状況及び競技結果について所定の方法にて取りまとめの上、指定の期日（本大

会参加申込締切 1 週間前）までに日本スポーツ協会及び中央競技団体へ報告する。 

2)日本スポーツ協会及び中央競技団体は、ブロック大会への都道府県の参加状況を確認の上、

参加得点を与える。 

ただし、本大会参加申込締切時において、ブロック大会を経て本大会の出場権を獲得し

ながら本大会に参加しなかった場合は参加得点を与えない。（開催基準要項細則第 5 項） 

（2）都道府県大会を経て本大会に出場する種別・種目 

道府県大会を経て本大会に出場する種別・種目については、参加資格等を確認の上、参加者と

して確定した上で、日本スポーツ協会及び中央競技団体がその参加状況により参加得点を与え

る。 

 

４．競技会の棄権と参加得点等 

大会主催者が参加申込締切時において参加者を確定してから、競技初戦までの間において競

技会を棄権した場合、当該都道府県の参加得点等については次のとおり取り扱う。 

（1）当該競技において、当該都道府県がたとえ他の種別･種目に参加していても、次回大会にお

ける男女総合成績及び女子総合成績より当該競技参加得点を減算する。 

ただし、当該競技の種別・種目において獲得した競技得点は与える。 

 

（2）上記に関わらず、やむを得ない理由により、当該都道府県において競技会参加に棄権が生

18

bo-m
ハイライト表示

bo-m
ハイライト表示



 86 

じた場合、次の 1）又は 2）の手続きにより、次回大会における参加得点を与える。 

1）各競技団体が定める選手交代（変更）手続き時までにおいて、棄権が生じた際の手続き 

当該競技団体が定める所定の選手交代（変更）手続き時において、交代する選手がな

く、選手又はチームが棄権となった場合の手続きは、次のとおりとする。 

①当該競技の監督は所属都道府県選手団の連絡責任者へ連絡の上、当該競技団体が定

める所定の手続きを行う。 

②当該競技団体は、提出された棄権に伴う「選手交代（変更）届」の写しを大会終了

後 2 週間以内に、大会委員長へ提出する。 

③大会委員長は、提出された競技会の棄権理由の妥当性について、国民スポーツ大会

委員会において審議の上、決定する。 

2）競技初戦において、棄権が生じた際の手続き 

当該競技団体が定める所定の選手の交代（変更）手続き等の終了後から競技初戦まで

の間において、選手又はチームが競技会に参加しなかった場合は次のとおりとする。 

① 参加選手団は次の（ア）及び（イ）の手続きを速やかに行う。 

（ア） 当該競技の監督は、所属都道府県選手団の連絡責任者へ連絡の上、所定の

「競技会棄権届」にその理由を明記し、当該競技者が出場しようとする競技の

初戦翌日までに当該競技会責任者へ提出する。 

（イ） 当該競技の監督より連絡を受けた当該都道府県の連絡責任者は、その内容

を別に定める「競技会棄権届提出一覧」に取りまとめ、「競技会棄権届」の写

しとともに大会終了後 2 週間以内に大会委員長へ提出する。 

② 大会委員長は、提出された競技会の棄権理由について、国民スポーツ大会委員会

において審議の上、妥当と認められた場合は、大会に参加したものとみなし、参加

得点を与える。 

 

（3）上記（2）-1）あるいは-2）の手続きにおいて、当該都道府県の当該競技会参加者が皆無と

なった場合には、国民スポーツ大会委員会において棄権理由を審議の上、妥当と認められた場

合は、大会に参加したものとみなし、参加得点を与える。 

 

（4）当該選手団は、上記（2）、（3）の国民スポーツ大会委員会において審議された結果に対し

て異議のある場合は、日本スポーツ仲裁機構に上訴することができる。 

ただし、上訴に係る費用は当該選手団において負担するものとし、上訴期間は 2 週間以内と

する。 

 

５．その他 

(1)参加資格に係る違反及びアンチ・ドーピング規則に対する違反に係る参加得点の取り扱いに

ついては、「国民スポーツ大会における違反に対する処分に関する規程」によるものとする。 

 (2)この考え方の改廃については、国民スポーツ大会委員会の協議を経て行う。 

 

附則 

この考え方は、平成 18 年 4 月 12 日に制定し、第 61 回本大会から適用する。 

この考え方は、平成 20 年 4 月 25 日に改定し、同日から適用する。 

この考え方は、公益財団法人日本体育協会の設立の登記の日（平成 23 年 4 月 1 日）から適用
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する。 

この考え方は、平成 27 年 3 月 12 日に改定し、同日から適用する。 

この考え方は、平成 30 年 4 月 1 日に改定し、同日から適用する。 

この考え方は、令和 5 年 3 月 7 日に改定し、同日から適用する。 

この考え方は、令和 5 年 4 月 1 日に改定し、同日から適用する。 

この考え方は、令和 6 年 1 日 1 日に改定し、同日から適用する。 

20



協議事項5 ⑴第８０回大会本大会_競技会会期の変更

【変更前】

【変更後】

１０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

自転車 トラックレース 男子A・男子B・女子 八戸市 八戸自転車競技場 4 ● ● ● ●

自転車 ロードレース 男子A・男子B・女子 階上町 階上町特設ロードレースコース 1 ●

競技名 種別 会場地 競技会場
競技
日数

競技日程

１０月

本会期

４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

自転車 トラックレース 男子A・男子B・女子 八戸市 八戸自転車競技場 4 ● ● ● ●

自転車 ロードレース 男子A・男子B・女子 階上町 階上町特設ロードレースコース 1 ●

競技会場
競技
日数

競技日程

１０月

会期前Ⅱ

競技名 種別 会場地

本会期

【正式競技（会期前Ⅱ）の変更】

会期前Ⅱ １０月２日（金）～７日（水） １０月２日（金）～９日（金）

変更前 変更後

資料No.５ｰ１
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１日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 ７日目 ８日目 ９日目 10日目 11日目

１０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

1 ●

1 ●

【正式競技（本会期）】

１日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 ７日目 ８日目 ９日目 10日目 11日目

１０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

全種別 青森市 カクヒログループアスレチックスタジアム 5 ● ● ● ● ●

十和田市高森山球技場 4 ● ● ● ●

十和田市高森山人工芝多目的グラウンド 2 ● ●

五戸町 五戸町ひばり野公園陸上競技場 1 ●

プライフーズスタジアム 5 ● ● ● ● ●

八戸市東運動公園陸上競技場 2 ● ●

八戸市南郷陸上競技場 3 ● ● ●

十和田市 十和田市高森山人工芝多目的グラウンド 1 ●

五戸町 五戸町ひばり野公園陸上競技場 4 ● ● ● ●

南部町 ふるさと運動公園陸上競技場 2 ● ●

全種別 青森市 新青森県総合運動公園テニスコート 4 ● ● ● ●

成年男子 青森市 マエダアリーナ 4 ● ● ● ●

成年女子 五所川原市 五所川原市民体育館 4 ● ● ● ●

少年男子 青森市 マエダアリーナ 4 ● ● ● ●

少年女子 つがる市 伊藤鉱業アリーナつがる 4 ● ● ● ●

成年男子 八戸市 八戸市東体育館 4 ● ● ● ●

成年女子 むつ市 むつマエダアリーナ 4 ● ● ● ●

少年男子 十和田市 十和田市総合体育センター 5 ● ● ● ● ●

少年女子 三沢市 三沢市国際交流スポーツセンター 5 ● ● ● ● ●

全種別 八戸市 ＦＬＡＴ　ＨＡＣＨＩＮＯＨＥ 4 ● ● ● ●

成年男子・女子・少年男子 平川市 ひらかわドリームアリーナ 5 ● ● ● ● ●

トラックレース 男子A・男子B・女子 八戸市 八戸自転車競技場 1 ● （７日～１０日）

ロードレース 男子A・男子B・女子 階上町 階上町特設ロードレースコース 1 ●

全種別 青森市 新青森県総合運動公園テニスコート 4 ● ● ● ●

全種別 青森市 カクヒログループスーパーアリーナ 5 ● ● ● ● ●

青森県営野球場 3 ● ●

ダイシンベースボールスタジアム 4 ● ● ● ●

三沢市 三沢市民運動広場野球場 3 ● ● ●

六戸町 六戸町総合運動公園野球場 3 ● ● ●

おいらせ町 おいらせ町下田公園野球場 1 ●

六ヶ所村 六ヶ所村大石総合運動公園第三球場 1 ●

成年男子・成年女子・少年 山梨県北杜市 山梨県馬術競技場 4 ● ● ● ●

全種別 むつ市 むつマエダアリーナ 4 ● ● ● ●

成年男子・女子・少年男子 つがる市 伊藤鉱業アリーナつがる 3 ● ● ●

八戸市長根公園野球場 3 ● ● ●

八戸市東運動公園野球場 2 ● ●

弘前市運動公園野球場 3 ● ● ●

岩木山総合公園野球場 2 ● ●

東北町南総合運動公園ソフトボール場 3 ● ● ●

東北町南総合運動公園野球場 2 ● ●

三沢市南山屋外運動場（Ａ球場） 3 ● ● ●

三沢市南山屋外運動場（Ｂ球場） 2 ● ●

全種別 黒石市 スポカルイン黒石 4 ● ● ● ●

近的 全種別 4 ● ● ● ●

遠的 全種別 3 ● ● ●

全種別 七戸町 七戸町総合アリーナ 3 ● ● ●

成年男子 2 ● ●

女子 2 ● ●

15人制 少年男子 青森市 大進建設スポーツ広場ラグビー場 4 ● ● ● ●

スポーツクライミング リード・ボルダー 全種別 青森市 盛運輸アリーナ 3 ● ● ●

カヌー スプリント 全種別 西目屋村 津軽白神湖特設カヌー競技場 4 ● ● ● ●

全種別 弘前市 青森県武道館 3 ● ● ●

成年男子・少年男子 三沢市 三沢市国際交流スポーツセンター 3 ● ● ●

成年女子・少年女子 藤崎町 スポーツプラザ藤崎 3 ● ● ●

全種別 八戸市 ゆりの木ボウル 5 ● ● ● ● ●

弓道 弘前市 青森県武道館

ソフトボール

成年男子 八戸市

成年女子 弘前市

少年男子 東北町

剣道

ラグビーフットボール
7人制 八戸市

空手道

銃剣道

なぎなた

ボウリング

プライフーズスタジアム

少年女子 三沢市

バドミントン

競技名 種別 会場地 競技会場
競技
日数

競技日程

１０月

自転車

テニス

バレーボール 6人制

バスケットボール

レスリング

ウエイトリフティング

第８０回国民スポーツ大会競技会会期（案）

式典 会場地 式典会場
式典
日数

競技日程

＜本大会＞

１０月

マエダアリーナ
総合閉会式

陸上競技

サッカー

成年女子
十和田市

少年男子 八戸市

少年女子

ソフトテニス

卓球

軟式野球 成年男子

青森市

馬術

フェンシング

柔道

総合開会式
青森市
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【正式競技（会期前Ⅰ）】

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３

木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

競泳 全種別 3 ● ● ●

水球 少年男子・女子 4 ● ● ● ●

ＡＳ 少年女子 1 ●

OWＳ 男子・女子 サンセットビーチあさむし特設会場 1 ●

飛込 全種別 宮城県利府町 セントラルスポーツ宮城G21プール 3 ● ● ●

全種別 むつ市 むつ市大湊特設ローイング場 4 ● ● ● ●

成年男子・成年女子 六ヶ所村 六ヶ所村内子内農山村広場多目的広場 5 ● ● ● ● ●

少年男子・少年女子 三沢市 青森県立三沢高等学校グラウンド 5 ● ● ● ● ●

バレーボール ビーチバレーボール 少年男子・少年女子 青森市 サンセットビーチあさむし特設会場 4 ● ● ● ●

競技 全種別 4 ● ● ● ●

新体操 少年男子・少年女子 2 ● ●

トランポリン 男子・女子 岩木山総合公園体育館 1 ●

全種別 むつ市 大平マリーナ 4 ● ● ● ●

成年男子・成年女子 盛運輸アリーナ 5 ● ● ● ● ●

少年男子・少年女子 マエダアリーナ 5 ● ● ● ● ●

少年男子 野辺地町 青森県立野辺地高等学校体育館 4 ● ● ● ●

成年男子・少年男子 十和田市 十和田市相撲場 3 ● ● ●

５０ｍ 成年男子・成年女子 3 ● ● ●

１０ｍ 全種別 4 ● ● ● ●

ＢＲ・ＢＰ 少年男子・少年女子 弘前克雪トレーニングセンター 3 ● ● ●

２５ｍ 成年男子 青森市 青森県警察学校射撃場 3 ● ● ●

カヌー ＳＬ・ＷＷ 成年男子・成年女子 西目屋村 目屋渓谷岩木川カヌー競技場 4 ● ● ● ●

クレー射撃 トラップ・スキート 成年 弘前市 弘前クレー射撃場 4 ● ● ● ●

成年男子 平内町 夏泊ゴルフリンクス 3 ● ● ●

女子 青森カントリー倶楽部 3 ● ● ●

少年男子 東奥カントリークラブ 3 ● ● ●

成年男子・成年女子 青森市 青森市特設トライアスロン会場 1 ●

【正式競技（会期前Ⅱ）】

２９ ３０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

自転車 トラックレース 男子A・男子B・女子 八戸市 八戸自転車競技場 3 （７日～１０日） ● ● ●

全種別 青森市 カクヒログループアスレチックスタジアム 3 ● ● ●

【特別競技（会期前Ⅱ）】

２９ ３０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

硬式 3 ● ● ●

軟式 3 ● ● ●

【公開競技】

種別 会場地 競技会場
競技
日数

― 平内町 平内町立体育館 2

― 十和田市 十和田市若葉球技場 2

― 三沢市 三沢市国際交流スポーツセンター 2

― 藤崎町 スポーツプラザ藤崎 3

― 平川市 平川市陸上競技場、平賀多目的広場 2

― 十和田市 十和田市総合体育センター 2

― 平川市 ひらかわドリームアリーナ 2エアロビック 　８月２２日（土） ～　８月２３日（日）

パワーリフティング 　９月２６日（土） ～　９月２８日（月）

グラウンド・ゴルフ 　９月２６日（土） ～　９月２７日（日）

バウンドテニス １０月　３日（土） ～１０月　４日（日）

綱引 　８月２２日（土） ～　８月２３日（日）

ゲートボール 　８月２９日（土） ～　８月３０日（日）

武術太極拳 　８月　８日（土） ～　８月　９日（日）

競技日程

９月・１０月

（特別）高等学校野球 弘前市 弘前市運動公園野球場

競技名 競技日程

競技会場
競技
日数

競技日程

９・１０月

アーチェリー

競技名 種別 会場地 競技会場
競技
日数

ゴルフ
青森市

トライアスロン

競技名 種別 会場地

ハンドボール
青森市

相撲

ライフル射撃
弘前市

弘前市運動公園運動広場特設ライフル射撃場

ローイング

ホッケー

体操 弘前市

セーリング

会場地 競技会場

青森県武道館

水泳
青森市

マエダアリーナ５０ｍプール

競技
日数

競技日程

９月
競技名 種別
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青の煌
きら

めきあおもり国スポ 入場料金について 

 

１ 概要 

 「国民スポーツ大会開催基準要項 ３４ 入場券、入場料」の規定に基づき、第８０回国民スポ

ーツ大会（青の煌めきあおもり国スポ）の入場料金について、次のとおり協議する。 

 

２ 入場料金 

 

対象競技 席種 一般 高校生以下 車いす使用者 

高等学校野球

（硬式） 

内野席 

（指定席） 

７００円 

３５０円 

３５０円 

※介助者１名無料 

外野席 

（自由席） 
無料 

 

 

資料No.5-3
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１　中央競技役員数

　（１）冬季大会（令和７年度第１回国民スポーツ大会委員会決定）

人 数

1 スケート競技会 44名

2 アイスホッケー競技会 26名

3 スキー競技会 30名

100名

　（２）本大会

人 数 人 数

1 陸上競技 25 18 相撲 21

水泳（共通） 11 19 馬術 33

水泳（競泳） 11 20 フェンシング 38

水泳（飛込） 12 21 柔道 34

水泳（水球） 17 22 ソフトボール 16

水泳（ＡＳ） 10 23 バドミントン 13

水泳（ＯＷＳ） 7 24 弓道 1

3 サッカー 63 ライフル射撃（共通） 19

4 テニス 6 ライフル射撃（25m） 6

5 ローイング 20 26 剣道 29

6 ホッケー 34 27 ラグビーフットボール 11

バレーボール（６人制） 8 28 スポーツクライミング 21

バレーボール（ビーチバレー） 7 29 カヌー（ＳＰ） 21

体操競技 50 カヌー（ＳＬ、ＷＷ） 23

新体操 17 30 アーチェリー 6

トランポリン 10 31 空手道 49

9 バスケットボール 29 32 銃剣道 18

10 レスリング 56 33 クレー射撃 25

11 セーリング 30 34 なぎなた 26

12 ウエイトリフティング 12 35 ボウリング 13

13 ハンドボール 38 36 ゴルフ 13

14 自転車 20 37 トライアスロン 6

15 ソフトテニス 9 38 高等学校野球（硬式） 3

16 卓球 9 高等学校野球（軟式） 3

17 軟式野球 14 973

２　中央競技役員所要経費基準（令和７年度第１回国民スポーツ大会委員会決定）

　(1) 交通費

　　ア　運賃は、各競技役員が居住する都道府県の県庁所在地最寄り駅から、各競技会場地最寄

      り駅までを原則とし、経済的かつ合理的な通常の経路及び方法により算出する。

　　イ　急行・特急料金及び航空賃は、本大会及びスキー競技会については「青森県職員等の旅

　　　費に関する条例」、スケート競技及びアイスホッケー競技会については「八戸市職員等の

　　　旅費支給条例」に準ずる。

　(2) 宿泊費及び諸費

　　ア　宿泊費

　　　　青の煌めきあおもり国スポ宿泊要項、青のきらめきあおもり国スポ冬季大会スキー競技

　　　会宿泊要綱及び青にきらめきあおもり国スポ冬季大会スケート競技会・アイスホッケー競

　　　技会宿泊要綱で定める料金×宿泊日数

　　イ　諸費

　　　　2,200円×（宿泊日数＋１日）

　　※　宿泊日数は、原則として、競技日数（冬季大会は開始式を含む）に１日を加えた日数を

　　　上限とする。

　　※　ただし、総合開会式の前日に監督会議、代表者会議等がある競技や、競技開始日の前々

　　　日以前に中央競技役員としての業務がある競技は、従事日数に応じて支給する。

　　※　入湯税及び宿泊税対象施設に宿泊した場合には、別途入湯税及び宿泊税を加算する。

競技区分

第８０回国民スポーツ大会中央競技役員数及び同所要経費基準（冬季大会・本大会）（案）

合     計

7

25

計

競 技 名 競 技 名

2

8

資料No.5-4
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第 81 回国民スポーツ大会冬季大会 
スケート競技会（ショートトラック・フィギュア） 

宿泊料金 
 

１ 宿泊料金 

区 分 消費税 
宿泊料金 

備 考 
１泊２食 素泊まり 

営業施設 

税抜 10,000 円～17,000 円 7,700 円～14,700 円 通常のサービ

ス・奉仕料及び

暖房料を含む。 

税込 

（10%） 
11,000 円～18,700 円 8,470 円～16,170 円 

※１ 「１泊２食」料金は 500 円刻み（税抜）とする。 

 ※２ 入湯税については外税とし、宿泊料金とは別に支払う。 

※３ 宿泊とは、入宿日の 15 時から出発日の 10 時までの客室の使用をいうものとし、原則とし

て１泊２食とする。ただし、欠食控除については宿泊要項において定める。 

 ※４ 「素泊まり」料金は、「１泊２食」料金から一律 2,300 円を差し引いた料金とする。 

 

 

２ 昼食（弁当）料金 

  昼食については、原則として自由調達とするが、あっせんを希望する場合、料金は次のとおり

とする。 

区分 消費税 料金 

昼食弁当 

（お茶を含む） 

税抜 1,100 円以内 

税込（８％） 1,188 円以内 

 ※弁当は軽減税率の対象となる 

資料No.6-1
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第81回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会（岩手県） 

ポスター図案及び大会愛称規定書体案について 

１ ポスター図案について 

【ポスターのデザイン趣旨】 

⑴ ひと目で印象づける青白２色の表現としています。 

⑵ 全ての文字をつなぐことで一体感を表現し、大会開催基本方針にも掲げる「する」「みる」 

「ささえる」三位一体での県民参画につながるよう願いを込めています。 

⑶ 会場となる八幡平市は、粒が細かく美しい雪が降り積もる土地であり、そのイメージをモ

チーフとしつつ、文字の配置やデザインを工夫し、親しみや温かみを表現しています。 

⑷ 背景の光のちらつきは、雪の降る情景や観客の歓声をイメージしています。 

 

２ 大会愛称規定書体案について 

【大会愛称規定書体のデザイン趣旨】 

文字の「はね」や「はらい」の部分にスキー板を意識し、独自に考案したフォントで、 

見る人にスキー競技を連想させるものです。 

資料No.6-2
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第 81回国民スポーツ大会冬季大会スケート競技会(スピード)(岐阜県) 

ポスター図案及び規定書体（案）について 
 

１ ポスター図案 

 

＜デザイン趣旨＞ 

基調色にクリスタルの透明さと氷上競技の爽快感をイメージさせるエメラルドグリーンと
ブルーを採用し、スピードスケート競技の持つ力強さと冬の澄んだ空気感を感じられるデザイ
ンとしています。 

  クリスタルを意識した表現と大胆に配したスケーターシルエットにより、氷上を滑走するス
ケーターのしなやかな動きとスピードを強調し、観る人に「一瞬の美しさ」と「競技の迫力」
を直感的に伝える構成としています。 

 

２ テーマの規定書体（案）について 

 

資料No.6-3
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本件に係る内容は、令和 7年 12月 11日（木）18時から 

行われる、神奈川県の記者発表時に情報公開になります。 

 

第 81回国民スポーツ大会冬季大会アイスホッケー競技会 

会期及び会場の選定について 

 

１ 会期 

 令和９年１月 31日(日)～２月４日(木) ５日間 

 ※開始式：１月 31日（日） 表彰式：２月４日（木） 

※令和９年１月 29日(金)、１月 30日(土)は公式事前練習 

  

 

２ 会場 

KOSÉ 新横浜スケートセンター（横浜市港北区新横浜 2-11） 

横浜銀行アイスアリーナ（横浜市神奈川区広台太田町 1-1） 

 

資料No.6-4
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本件に係る内容は、令和 7年 12月 11日（木）18時から 

行われる、神奈川県の記者発表時に情報公開になります。 

第 81回国民スポーツ大会冬季大会アイスホッケー競技会 

大会愛称、スローガン及びマスコットの選定について 
  

１ 愛称 

  「かなよこ冬
ふゆ

の国
こく

スポ 2 0 2 7
にーぜろにーなな

」 

神奈川・横浜で冬の国民スポーツ大会が開催されることを簡潔に伝えるとともに、 

「かなよこ」と表現することで、親しみやすさを持たせた。 

 

 

２ スローガン 

  「君
きみ

には見
み

えるか！？時速
じ そ く

150kmの氷 球
ひょうきゅう

！！」 

  数字で競技の迫力や魅力をダイナミックに伝え、イメージを膨らませてもらおうとい

う思いを込めた（氷球はアイスホッケーの和名）。 

 

 

３ マスコット 

  神奈川県ＰＲキャラクター かながわキンタロウ 

平成 30年に開催した「氷闘！かながわ・よこはま冬国体」のマスコットとして使用さ

れ、県内外に広く知れ渡っている。第 81回国民スポーツ大会冬季大会アイスホッケー競

技会においても、「かながわキンタロウ」を使用することで大会を大いに盛り上げていく。 

 

 

       

資料No.6-５
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日本のひなた宮崎 国スポにおける
宿泊料金及び弁当料金について

令和７年１２月１１日
第3回国民スポーツ大会委員会

（日本のひなた 国スポ・障スポ実行委員会）

資料No.7
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１．宿泊料金（案）について

２．弁当料金（案）について

日本のひなた宮崎 国スポにおける
宿泊料金及び弁当料金について

32



（１）R6年度宿泊料金調査結果及び配宿シミュレーション

上限を18,000円とすることで、ピーク日の想定人数を収容する客室数が県内で充足する見込み
であったため、料金素案を18,000円で検討を進めていましたが、調査時点（令和6年7月）以降も
激しい物価変動は継続しており、17,000円台の施設の協力が得られない場合に、県内での客室確
保が困難な状況となるため、再度料金について検証しました。

15001円 16001円 17001円 18001円 19001円 20001円
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

15000円 16000円 17000円 18000円 19000円 20000円

宮崎市 4,672 389 226 1,175 0 430 1,111 8,003 6,462 7,437 2,445 4,227 4,017 3,210

西都市 163 0 0 0 0 0 0 163 163 119 44

国富町 32 0 0 0 0 0 0 32 32 451 -419

綾町 196 0 0 0 0 0 0 196 196 548 -352

高鍋町 425 0 0 0 0 0 0 425 425 119 306

新富町 63 0 0 0 0 0 0 63 63 0 63

木城町 54 0 0 0 0 0 0 54 54 426 -372

川南町 42 0 0 0 0 0 0 42 42 119 -77

都城市 2,060 0 218 0 179 0 251 2,708 2,278 2,331 2,473 2,473 -195 -142

三股町 53 0 0 0 0 0 0 53 53 0 53

延岡市 1,556 0 0 217 0 0 12 1,785 1,773 2,019 696 1,245 1,077 774

門川町 94 0 0 0 0 0 0 94 94 164 -70

日之影町 127 0 0 25 0 0 0 152 152 385 -233

日南市 941 168 0 9 57 6 40 1,221 1,118 1,304 1,215 1,739 -97 -435

串間市 186 0 0 0 0 0 0 186 186 524 -338

小林市 284 0 0 84 0 0 26 394 368 1,035 910 1,680 -542 -645

えびの市 393 0 0 24 0 0 0 417 417 416 1

高原町 250 0 0 0 0 0 0 250 250 354 -104

日向市 993 0 0 0 0 0 10 1,003 993 1,147 953 1,705 40 -558

都農町 140 0 0 0 0 0 0 140 140 752 -612

美郷町 14 0 0 0 0 0 134 148 14 0 14

高千穂町 191 0 180 0 98 0 107 576 371 573 713 1,216 -342 -643

五ヶ瀬町 202 0 0 0 0 0 27 229 202 503 -301

西米良村 107 0 0 0 0 0 0 107 107

諸塚村 0 0 0

椎葉村 48 0 48 48

県内 13,286 557 624 1,534 334 436 1,718 18,489 16,001 15,846 14,285 14,285 1,561 1,561

※会場地外は除く

客室数（人） 宿泊予定者数（人） 過不足（人）

市町村別 市町村別エリア合計 エリア合計

宮崎

　　　　　　　　　価格帯

　　　　　　　　（円、税別）

市町村

合計
上限

18,000円

の場合

上限

18,000円

エリア合計

高千穂

会場

地外

小林

日向

延岡

日南

都城

１．宿泊料金（案）について
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消費者物価指数のうち、宿泊料について表及びグラフ
のとおり、コロナ禍に大きく変動しており、2023年以降
急激な上昇が続いています。
国スポの宿泊料金上限が15,000円となった2017
年の宿泊料金を基に消費者物価指数の対前年比で
変動を算定すると2024年時点で約20,000円となり、
宿泊料金の変動に国スポ宿泊料金の上限設定の見
直しが追いついていない状況となっています。

2020年基準消費者物価指数 品目別（宿泊料） 消費者物価指数：e-stat（政府統計の総合窓口）より

（２）物価上昇の影響（宿泊料）

１．宿泊料金（案）について

シミュレーション（国スポ宿泊料金上限を消費者物価指数の変動で算定）

2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
品目別指数（宿泊料） 107.2 111.7 114.2 115.8 117.8 120.1 100.0 115.7 114.6 134.3 154.1

対前年比（％） 5.4 4.2 2.3 1.4 1.7 1.9 -16.7 15.7 -1.0 17.3 14.7

愛媛 福井 茨城 鹿児島 三重 栃木 鹿児島 佐賀 滋賀 青森
H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年
国スポ宿泊料上限 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 18,000 18,000 18,000
指数（対前年比） 15,000 15,255 15,545 12,949 14,982 14,832 17,398 19,955

Ｒ２、Ｒ３はコロナ等により中止

107.2 
111.7 114.2 115.8 117.8 120.1 

100.0 

115.7 114.6 

134.3 

154.1 

100.0

120.0

140.0

160.0

2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年

消費者物価指数＜宿泊料＞
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各指数等で近年の上昇率は高くなっていますが、特に宿泊料の上昇が顕著であり、
物価高騰だけでなく宿泊需要の高まりにより、さらに宿泊料が高くなっているもの
と考えられます。
一方で宿泊施設のコストが上昇していることも明らかであり、宿泊料金の上限を

引き上げることが、国スポへの客室提供に繋がると考えられます。

消費者物価指数、農業物価指数：e-stat（政府統計の総合窓口）より

最低賃金：厚生労働省 最低賃金に関するデータ・統計より

2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 3年平均 5年平均 10年平均

品目別指数（宿泊料） 111.7 114.2 115.8 117.8 120.1 100.0 115.7 114.6 134.3 154.1

対前年比（％） 4.2 2.3 1.4 1.7 1.9 -16.7 15.7 -1.0 17.3 14.7 10.33 6.00 4.15

総合指数 98.2 98.1 98.6 99.5 100.0 100.0 99.8 102.3 105.6 108.5

対前年比（％） 0.8 -0.1 0.5 1 0.5 0 -0.2 2.5 3.2 2.7 2.80 1.64 1.09

指数 90.1 96.8 97.7 100.7 98.5 100 100.8 102.2 108.6 115.9

対前年比（％） 5.3 7.4 0.9 3.1 -2.2 1.5 0.8 1.4 6.3 6.7 4.80 3.34 3.12

最低賃金（円） 693 714 737 762 790 793 821 853 897 952

対前年比（％） 2.4 3.0 3.2 3.4 3.7 0.4 3.5 3.9 5.2 6.1 5.06 3.82 3.48
地域別最低賃金

上昇率（％）

令和2年基準

農業物価指数

2020年基準

消費者物価指数

（３）各物価指数等の上昇

１．宿泊料金（案）について
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県名 国家公務員宿泊費※

鹿児島県 12,000円
佐賀県 11,000円
滋賀県 11,000円
青森県 11,000円
宮崎県 12,000円

国家公務員等の旅費支給規程
別表第2宿泊費基準額より

（参考）
宿泊費基準額は、都道府県や外国の都市ごとに、ビジネス目的で利用された宿泊先・
宿泊費・泊数等の実勢データを調査し、その結果等を踏まえて設定
（令和7年2月財務省広報誌「ファイナンス」より抜粋）

全国の宿泊料金を調査し決定している国家公務員等の旅費支給規定（R7.4.1改定）で、
先催県のうち鹿児島県が宮崎県と同じ上限に設定されているため、鹿児島県の宿泊料上限
（15,000円）を基に宿泊料の推移を検証しました。

（４）国スポ先催県の国家公務員等の旅費（宿泊料）比較

１．宿泊料金（案）について
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鹿児島県の宿泊料金上限から、物価変動を反映すると現行の宿泊料金上限約18,000
円を超える状況となりました。
今後も宿泊料の上昇が継続した場合、宿泊料金上限を引き上げなければ、国スポ以外

の宿泊客の方が利益が取れる状況になり、国スポへの客室提供が困難になる可能性があ
ります。
少なくとも5年平均から10年平均の間での上昇率を見込み20,000円とすることで、

確実な客室確保に繋げたいと考えます。

R6年宿泊料は消費者物価指数（宿泊料）の対前年比１４．７％により算定
R7年以降は、宿泊料の変動の平均上昇率等により算定

（５）料金上限の検討

１．宿泊料金（案）について

鹿児島 佐賀 滋賀 青森 宮崎
R5 R6 R7 R8 R9

2023年 2024年 2025年 2026年 2027年
国スポ宿泊料上限 15,000 18,000 18,000 18,000
　2024年の対前年比（14.7％）で推移 15,000 17,205 19,734 22,635 25,962
　3年間の平均上昇（10.33％）で推移 15,000 17,205 18,982 20,943 23,107

　5年間の平均上昇（6.00％）で推移 15,000 17,205 18,237 19,332 20,491
　10年間の平均上昇（4.15％）で推移 15,000 17,205 17,919 18,663 19,437

14,000

17,000

20,000

23,000

26,000

2023年 2024年 2025年 2026年 2027年

宿泊料金（案）

国スポ宿泊料上限

2024年の対前年比（14.7％）で推移

3年間の平均上昇（10.33％）で推移

5年間の平均上昇（6.00％）で推移

10年間の平均上昇（4.15％）で推移
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食材費の高騰や輸送コストの増加等により、弁当の価格は年々上昇しています。

総務省統計局 小売物価統計調査より

487

487 487

493
490

530 530 537

583 583

663

453

453 453
423

423 430 430

463

517
530

590

350

400

450

500

550

600

650

700

2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年

小売物価統計調査 宮崎県（総務省統計局資料）

幕の内弁当 唐揚げ弁当

2020年～2025年の５年間で
＋133円の価格上昇
※上昇率：125.1％
（うち2022年～2025年の３年間で
＋126円の価格上昇）

2020年～2025年の５年間で
＋160円の価格上昇
※上昇率：137.2％
（うち2022年～2025年の
３年間で＋127円の価格上昇）

（１）弁当価格の上昇

２．弁当料金（案）について

（円）
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鹿児島県の弁当料金上限から、物価変動を反映すると現行の弁当料金上限約1,100円を超える
状況となりました。
昨今の飲食品値上げ、物流費、エネルギーコストの上昇、賃上げによる労働コストの増加など

の激しい物価変動を踏まえると、このままの物価上昇が継続した場合、適正な品質の弁当を提供
することが困難になる可能性があります。
弁当料金上限の推移と総務省統計局小売物価統計調査の幕の内弁当の価格の相関を鑑み、３年

平均から５年平均の間のうち、３年平均に近い上昇率を見込んだ1,250円とし、弁当の品質を維
持し続けるための体制整備に取り組みたいと考えます。

R6年弁当料金は小売物価統計調査（幕の内弁当）の対前年比13.7％により算定
R7年以降は、弁当料金の変動の平均上昇率等により算定

２．弁当料金（案）について

（２）弁当料金上限の検討

800

900

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

1,600

2023年 2024年 2025年 2026年 2027年

弁当料金（案）

国スポ・障スポの弁当料金上限

2024年の対前年比
3年間の平均上昇
5年間の平均上昇
10年間の平均上昇

鹿児島 佐賀 滋賀 青森 宮崎

R5 R6 R7 R8 R9

2023年 2024年 2025年 2026年 2027年

国スポ・障スポの弁当料金上限 900 1,000 1,100 1,100

　2024年の対前年比（13.7%）で推移 900 1,023 1,164 1,324 1,505

　3年間の平均上昇（7.43%）で推移 900 1,023 1,099 1,181 1,268

　5年間の平均上昇（4.72%）で推移 900 1,023 1,071 1,122 1,175

　10年間の平均上昇（3.24%）で推移 900 1,023 1,056 1,090 1,126
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日本のひなた宮崎 国スポ宿泊料金（案）に係る意見照会結果及び回答

御意見等 回答

1

派遣費として算出した宿泊単価と現行の国スポ宿泊単価とは乖離があり、補助金だけでは足り
ず、本会の負担金と併せて宿泊費を全額助成している現状であり、上限額の引き上げは本会の
更なる負担が見込まれる。
国スポ開催に関わる客室数確保のための引き上げはやむなしと考えるが、可能な限り宿泊単価
を下げる努力をお願いする。

　宿泊料金設定について、今後設置する配宿センターを通じて宿泊料金が実勢価格
と極端に乖離しないよう、周辺施設とのバランス等を考慮するなど対応してまいり
たいと考えております。

2

やむを得ないものと承知した。その上で、やはり、ホテル業界への過度な還元や仲介業者との
委託内容の疑念は続くものと感じられた。通常は8,000円台でも、配宿を通すと18,000～
19,000円に跳ね上がるといった、一般感覚から大きく逸脱するこれまでの実態を皆が知る中、
いただいた資料はそれを説得するものではなかった。

　昨年度の青森県の宿泊要項に関する照会への回答と同様の回答となりますが、近
年は宿泊料金の設定に宿泊の需要と供給に応じた価格設定を導入している宿泊施設
が増えている状況です。宿泊料金はサービスの質のみで設定できるものではないも
のと想定しております。
　国スポ開催期間中は、多数の大会参加者が宿泊するため、国スポ参加者へ客室提
供をするよりもそれ以外の利用者へ販売した方が、メリットがあるのではという声
もあがっている状況です。
　十分な客室を確保するためにも御理解くださるようお願いいたします。
　また、宿泊需要が集中する点については、宿泊施設が限られた地方で１県のみで
開催することや開催期日が短期間に複数競技で集中することが大きな原因であると
考えております。今回いただいた御意見も含め、選手・監督を始め競技団体等や派
遣費を負担する都道府県の過度な負担とならないよう、日本スポーツ協会に課題を
伝えたいと考えております。

3
第７９回の国スポ宿泊設定額について、既存の宿泊料金の２倍ほどの設定額
となっている宿舎がある。
なるべく、実態にあった金額設定にしていただきたい。

２で回答したとおりです。

4
　物価上昇に伴う価格高騰はある程度止む無しと思いますが、ホテルの標準料金と国スポ設定
料金があまりに違いすぎではないかと思うホテルがあります。
実際にサービスが料金に見合っていないホテルもあります。

２で回答したとおりです。

5

毎年宿泊料金が改定となると予算確保に支障があることから、3年程度は同一料金としなが
ら、計画的に改正することを強く望むものである。
多くの都道府県において、国スポに参加する選手や関係者の宿泊費を地方自治体が全額負担し
ている実態があり、財源の確保については、大会の魅力化等とあわせて、スポーツ振興くじ、
宝くじなどの積極的な活用や企業協賛の充実など、財政負担の見直しを検討しているJSPOと協
議していただきたい。

　開催県における宿泊施設の宿泊料金や客室数等、宿泊受け入れ環境は異なるた
め、持ち回り開催となっている現状で計画的に改正をすることは困難であると想定
しております。
　今回いただいた御意見も含め、選手・監督を始め競技団体等や派遣費を負担する
都道府県の過度な負担とならないよう、日本スポーツ協会に課題を伝えたいと考え
ております。

6
物価上昇率を踏まえると宿泊料金の上昇も仕方のないことと考えるが、金額（20,000円）につ
いてはR7から宿泊取消規定が変更され、宿舎側の負担が軽減（参加者負担の増加）されている
ことを踏まえて再考すべき。

　滋賀大会までの大会において、負け帰り特例による宿泊施設側のリスクを宿泊料
金でどの程度補填できていたのかが不明確ですが、近年の宿泊料金やその他の物価
上昇を踏まえると十分に補填できていなかったため、宿泊施設側から特例の見直し
を図るよう意見があったものと想定しています。
　本県においては、滋賀大会での負け帰り特例の見直し後も物価高騰が継続してい
るため、宿泊料金の引き上げを検討し、今回の案を設定したところです。

7

　今回の料金引き上げについては説明資料や参考資料により提案理由として理解はしました。
本年度滋賀大会での宿泊要項改定が始まり、できる限り宿泊費を抑える上での改定理由であっ
たはずですが、配宿されたところは半数以上は最高価格ですし、三分の一は夕食が取れない・
または仕出し弁当の対応となっている。料金の改定は宿泊条件の向上に繋がるものかと思われ
たがあまりそうは感じない。そこで宮崎大会での最大料金のアップは滋賀県料金から最大1割
となっているが夕食や朝食の仕出し弁当対応等は無くなるのでしょうか。ただ単に宿舎を集め
られないから料金を上げているだけでは50年に一度の開催県イメージは上がらないのでは。宿
泊斡旋業者にもできる限りの努力をお願いたい。

　料金の設定については２で回答したとおりです。
　食事提供については、２食提供できる宿泊施設を配宿することが理想ではありま
すが、佐賀大会の際にも説明があったとおり、朝食のみ提供している又は食事提供
をしていない宿泊施設にも御協力いただいて必要な客室が確保できるものと想定し
ております。
　選手・監督に対して原則２食を提供するために先催県では仕出し弁当を提供する
等、通常の食事手配を超える内容をお願いしているところですので、やむを得ない
部分があることをご理解いただければと存じます。

40



日本のひなた宮崎 国スポ宿泊料金（案）に係る意見照会結果及び回答

御意見等 回答

8

宿泊上限金額は上がる、キャンセル料は宿舎のキャンセルポリシー通りに支払う、アメニティ
は準備されない、と派遣側の負担が増える一方である。平常時であれば１万円以下で泊まれる
ところも国スポではその倍近くの料金であり、ホテルの言い値になっていないか。適正な単価
設定を求めます。

２で回答したとおりです。

9
金額については近年の状況を鑑みると仕方がないかと思うので意見はないが、宿泊料金に見合
う食事の提供やサービスなどをお願いしたい。

２で回答したとおりです。

10
料金の引き上げは受け入れますが、料金に見合ったサービスの提供を求めます。
通常では7～8,000円の宿舎が最高ランクの宿舎にならないことを望みます。

２で回答したとおりです。

11

「国スポの宿泊料金上限が15,000円となった2017年の宿泊料金を基に消費者物価指数の対前年
比で変動を算定すると2024年時点で約20,000円となり、」との記載があるが、上限が15,000円
の時は「負け帰り取消リスク等が上乗せされた料金設定」として、上限が15,000円となってい
た。
また、滋賀国スポの際の試算では、負け帰り取消リスクの上乗せとして1,500円程度という試
算がされていたことから負け帰り取消料を考慮しない場合の上限額は13,500円程度であったと
推察される。それらを考慮すると今回算出された変動の幅より大きく値上げされているはずな
ので、値上げには賛同できない。
宮崎国スポにおいても、滋賀県同様に負け帰り取消規程がなく「負け帰り取消リスク等を追加
しない料金」となるため、当時の上限額とは単純比較はできない上に、本来は滋賀国スポの時
点で宿泊料の上限は下がるべきものだったと考えている。滋賀国スポは大阪・関西万博との会
期の重複で宿の確保が難しい等を理由に下がらなかったため、本来は青森からでも宿泊料の上
限は下がるべきだと感じている。

また、現在の税込19,800円の上限かつ負け帰り取消規程もないという状況に加え、更に宮崎か
ら22,000円になると競技団体から理解を得ることが難しくなる。
現状の金額においても食事の追加対応や早朝対応等を考慮してもかなりの金額が上乗せされて
いるかと思う。（食事の追加対応をしていないケースも多いように感じている。）
通常の宿泊料金と比較できないことは理解しているが、宿泊費がWebサイトと比較すると１万
円弱の差があるケースや通常では２，３日前からしかキャンセル料がかからない宿でも国スポ
のみ８日前からキャンセル料がかかるケースも把握している。取消の影響が大きい団体種目は
負け帰り対策をされていることを考慮すると、宿泊取消料が国スポ期間のみ変わるのであれ
ば、宿泊料は本来の金額に近い金額である必要があるのではないか。
競技団体によってはこれ以上、宿泊料が上がると参加を辞退したいという意見もある。協会と
しても負け帰り取消規程があった時は国スポ特有の対応として料金が高いことも説明できてい
たが、その特例もなくなった今、競技団体からどうしてこんなに高いのかと聞かれた時に説明
が難しくなっている。

　滋賀県が示した宿泊取消料リスクの1500円程度という試算は、滋賀県内の宿泊施
設に調査したものであり、どの程度宿泊取消料リスクを宿泊料金で補填できていた
のかは不明確ですが、近年の宿泊料金やその他の物価上昇を踏まえると十分に補填
できていなかったため、宿泊施設側から特例の見直しを図るよう意見があったもの
と想定しております。
　本県においては、滋賀大会での負け帰り特例の見直し後も物価高騰が継続してい
るため、宿泊料金の引き上げを検討し、今回の案を設定したところです。
　仮に滋賀県の18,000円を基準とした場合も５年平均（６％上昇）で２年上昇した
場合は20,225円、１０年平均（4.15％）では19,525円となったところです。各県の
宿泊施設を取り巻く環境が異なりますので、前提条件として単純比較ができない部
分もございますが、御理解くださるようお願いいたします。
　キャンセル料の規定が異なることについては、滋賀大会から宿泊取消料に掛かる
変更点について運用が始まったところですので、状況を精査してまいります。
　価格の高騰については、２で回答したとおりです。

12 国スポ料金設定である上で、キャンセル等への対応を柔軟にしてほしい。

　キャンセルの対応については、合同配宿という形で、全団体の宿泊を一括して調
整を行っており、キャンセルが発生するとその分のロスが全体に波及することとな
ります。
　滋賀大会からの変更点については、運用が始まったところですので、状況を精査
してまいります。
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日本のひなた宮崎 国スポ宿泊料金（案）に係る意見照会結果及び回答

御意見等 回答

13 値上げをするのであれば、料金に見合った宿泊施設の対応をお願いする。 ２で回答したとおりです。

14

本部役員の宿泊費用については、上限額の引き上げに意見はないが、
監督・選手の宿泊費用については、再度検討いただきたい。
国スポに係る宿泊施設の確保については、７９回大会から採用されたキャンセル料金の規程を
鑑みると、従前よりホテルの負担が減少していると考えており、また、当県では現時点でも選
手団への宿泊費補助の財源確保が厳しい現状があるため、宿泊上限価格の引き上げについては
慎重に考えていただきたい。

２及び６で回答したとおりです。

15
現状上限額18,000円についても、財政的に厳しい状況であることから、上限額を20,000円に上
げることは賛成しかねる。

２で回答したとおりです。

16

国スポ以外の宿泊客の方が利益が取れる状況になると記載があるが、旅行関係団体の協力のも
と、現行の料金での実施を検討いただけないか。
今年度の国スポについてもほとんどが上限の19,800円（税込）での配宿となっており、ランク
制が意味をなしていない状況で費用捻出に大変苦慮している。また、今大会からは敗け帰りの
キャンセル規程についても廃止になるなど宿泊費用の負担が急激に増額している。

２で回答したとおりです。

17

宿泊料金の高騰を理由に見直しばかり検討されているが、実施要項規程の「参加申込と宿泊を
申込み参加条件である規程を見直して、宿泊については各自自由な方法で手配できるようなも
のにしてもらいたい。
（日本スポーツマスターズのように自己手配も可能にすることによって、各自の責任において
宿泊手配が可能となり、宿泊料金の負担も大幅に減少され、開催県の配宿に伴う負担も大きく
減少する）

　日本スポーツ協会が定めている「国民スポーツ大会開催基準要項」において、
「配宿は、開催県（会場地市町村を含む）実行委員会が行う。」と規定されていま
す。配宿を行うためには県実行委員会に宿泊申込みをしていただく必要があるた
め、参加条件にも規定しているところです。
　また、１日最大１万人を超える宿泊人数が想定される中、各自の責任において宿
泊を手配した場合には宿泊エリアの調整はできないため、会場地市町村が行う会場
と宿舎間の計画輸送等の交通面のサポートもできないこととなります。
　さらに、公共交通機関での会場までの移動が困難な本県においては移動も各自の
責任とすると会場まで移動できないことや駐車台数が不足する等の課題が想定され
ます。
　日本スポーツ協会の規定にも関係する問題ですので、日本スポーツ協会とも課題
を共有してまいります。
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日本のひなた宮崎 国スポ弁当料金（案）に係る意見照会結果及び回答

御意見等 回答

1
監督・選手の負担分もあるため、できるだけ安価な設定をお願いした
い。
また、金額設定に見合ったメニューでお願いしたい。

　式典参加者（選手・監督、特別招待者、大会役員等）への弁当は県外から多数の大会参加者が来県さ
れるため、地元の食材を使った宮崎県のプロモーションも含め、栄養バランスを考慮した弁当メニュー
を考案するため、先催県の水準を参考に料金上限を設定し、その中で可能な弁当メニューを設定するこ
ととなります。
　また、特に式典での弁当については、8,000食を県内の複数の弁当業者で調製し、会場へ調達し弁当
ガラの処理まで含めて対応するため、日常で喫食する弁当と比較しても調製や輸送に掛かるコストは大
きくなります。
　今回示した上限の中で、食材だけでなく全体のコストを含めて弁当メニューを検討してまいりますの
で、御理解くださるようお願いいたします。

2
物価上昇率を踏まえるとやむを得ないと考えるものの、150円アップの
増加率については再考いただきたい。（100円アップの1,200円ではだ
めなのか）

　昨今の物価上昇の中で、特に食材費がかなり高騰しており、開催時の２年後の価格は予測が困難な状
況です。その中ですので、上限の設定としては、少しでも直近の物価変動に近い価格設定として1,250
円という案を示させていただいたところです。

3

　昨今の物価高は大きな問題となっていますが、宮崎県内の地元食材
を使用した弁当を地元業者で生産し、そのお弁当の輸送コストさえも
料金上昇になってしまうのかを考えてしまいます。価格は安価である
方が良いですが、一律に先催県と同じレベルを求める必要があるのか
と思われますし、その県の特産物は高価なものだけというわけでは無
いと思われます。

１で回答したとおりです。

4

具体的なデータではないが、一般的に1,375円の弁当は高すぎると感じ
る。
現状の1,210円も高いとは感じているため、上限は変えずに金額に見
合った弁当を提供していただければ良いと考える。
一般的なチェーン店であれば1,000円前後で十分なボリュームのあるお
弁当を提供してもらえることからも、観光ではなく試合のために来て
いるため、栄養バランスが満たされていれば、開催地の名産品等に拘
らず、金額に見合う弁当を提供していただきたい。

１で回答したとおりです。

5
値上げをしなければメニューの質・量が低下するのであれば、ある程
度の引き上げは仕方ないと思われる。

　御理解いただきありがとうございます。
　今回示した上限の中で、食材だけでなく全体のコストを含めて弁当メニューを検討してまいります。

6
宿泊料金同様現行の範囲内で検討いただきたい。または幕の内以外の
メニューで1,000円以内の弁当も選択できるようにするなどの措置を検
討いただけないか。

　弁当の種類及び価格帯を増やすことは、食材の発注、注文数の管理や引き換え業務等提供コストが増
えることとなり、開催県や会場地市町村の負担が大きいため対応は困難であると想定しております。
　また、廉価な弁当で栄養バランスを考慮したメニューを提供することも困難になると考えておりま
す。
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第82回国民スポーツ大会 総合閉会式会場の変更（案） 

 

 

式典 市町村 
開催予定施設 

変更前 変更後 

総合閉会式 
長野県 

松本市 

長野県松本平広域公園陸上

競技場 

キッセイ文化ホール 

（長野県松本文化会館） 

 

【変更理由】 

本県の総合閉会式で見込まれる役員・選手団の参加者数に見合ったコンパクトな式典運営

が可能であり、天候の影響を受けず円滑に式典の開催ができるため。 
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キッセイ文化ホールの概要について 

 

● キッセイ文化ホールの概要（松本市水汲６９－２） 

施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

大
ホ
ー
ル 

座席 ２，０００席 

舞台 間口１８ｍ×奥行２２ｍ 

駐車場 ６６０台 

バス乗降場 あり 

バス待機所 あり 

皇室御臨席 
ｻｲﾄｳ・ｷﾈﾝ・ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ松本 

（天皇皇后両陛下） 
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4
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2

2

1
1
2
2
4
4
2
2
1
1
2
3
3
3
3
3
3

3

4

2

2

2

1

CFP 3

50m 3

10m 4

3

資料No.8-2 

46



10/1 10/2 10/3 10/4 10/5 10/6 10/7 10/8 10/9 10/10 10/11

2
2

1

4
2
2

2

2

1
2
2
1
4

2

2

3
3
3
2
3
3
2
2

3

2

2

9/9 9/10 9/11 9/12 9/13 9/14 9/15 9/16 9/17 9/18

3
2
2

2

3
3
1

1

4

1

3

2

1

1

9/19 9/20 9/21 9/22 9/23 9/24 9/25 9/26 9/27

5

4

1

10/1 10/2 10/3 10/4 10/5 10/6 10/7 10/8 10/9 10/10 10/11

3

3

2 8 26 8 27

2 9 2 9 3

2 8 26 8 27
3 9 22 9 24
2 9 9 9 10

2 7 29 7 30

1 10 8
4 9 22 9 25
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2025/12/11

年 回 スケート アイスホッケー スキー

2025(R7) 79
ス・群馬県
シ・フ・岡山県

岡山県 秋田県 滋賀県

2026(R8) 80 青森県★ 青森県

2027(R9) 81
ス・岐阜県
シ・フ・山梨県

神奈川県 岩手県 宮崎県

2028(R10) 82 長野県

2029(R11) 83 （未定）
群馬県
(内定)

2030(R12) 84 （未定）
島根県
(内定)

2031(R13) 85 （未定）
奈良県

(開催申請書提出順序了解県)

2032(R14) 86 （未定）
山梨県

(開催申請書提出順序了解県)

2033(R15) 87 （未定）
鳥取県

(開催申請書提出順序了解県)

2034(R16) 88 （未定）
沖縄県

(開催申請書提出順序了解県)

2035(R17) 89 （未定）
三重県

(開催申請書提出順序了解県)

【注】 ①　★印の都道府県は、本大会（夏秋季大会）と冬季大会を併せて開催。
②　スケート競技会の（ス）はスピード種目を、（シ）はショートトラック種目を、（フ）はフィギュアスケート種目を表す。

（未定）

（未定）

（未定）

長野県★

（未定）

（未定）

（未定）

国民スポーツ大会 今後の開催予定

大会 冬季大会
本大会

（未定）
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